
課　　名 窓口番号 主な取り扱い業務 問合せ

市 民 課 1 階11～13
住民票写しの発行、転出入の手続き、マイナンバー
カードの手続き
※ 死亡届など埋火葬許可（清浄会館の斎場利用を含む）は、休日開
庁時間中、元気城下町プラザでは受け付けません。

内線311～ 314

保 険 年 金 課 1 階21～24 国民健康保険の手続き 内線323・324

子 育 ち 支 援 課 1 階41 児童手当の手続き 内線522

介 護 福 祉 課 1 階51 介護保険の手続き 内線516

地域包括ケア推進課 1 階61 地域包括支援センターによる高齢者の総合相談業務 内線584

障 害 福 祉 課 1 階71 転入・転出・転居に伴う障害者手帳の手続き 内線535

税 務 課 2 階21・22 各種証明書の発行、納税および相談業務、原付・小型特殊の登録廃車 内線272・273

学 校 教 育 課 2 階6 市立小中学校の入学の手続き・相談 内線724

※平日と同様の取扱いができない業務、本人確認ができる書類等が必要な業務があります。事前にお問い合わせください。
問合せ＝取扱業務の内容は各担当課へ、休日開庁の全般的なことは企画政策課（☎53-1160）へ

33月月2929日（土）日（土）･･ 44月月66日（日）に日（日）に
市役所の一部の窓口を開けます市役所の一部の窓口を開けます

開庁時間＝各日8時30分～12時
【業務を行う窓口】

　水道事業は、令和７年４月１日に大和郡山市から奈良県広域水道企業団へ事業統合されます。それに伴い、令和
7年4月以降の検針分から水道料金・下水道使用料の納期限・口座振替日（※）が変わります。

　　　　　　　　　　　　　 （期日が土・日曜、祝日の場合、翌営業日）
現行

（～令和7年3月31日）
企業団へ移行後

（令和7年4月1日～）
検針が月の
前半の場合

口座振替日 検針月の27日 検針月の翌月15日
（再振替は検針月の翌月27日）納付書期限 検針月の翌月10日

検針が月の
後半の場合

口座振替日 検針月の翌月15日 検針月の翌月27日
（再振替は検針月の翌々月15日）納付書期限 検針月の翌月25日

※２月開催予定の奈良県広域水道企業団議会の議決を経て正式決定されます。
県域水道一体化に関する情報は、順次、市ホームページ（QRコード）にも掲載します。
問合せ＝業務課（☎53-3661）

県域水道一体化に関するお知らせ県域水道一体化に関するお知らせ
～納期限・口座振替日の変更～～納期限・口座振替日の変更～

◆リニューアルに伴い、発行回数が変わります
・月2回の発行（1月は1回）から月1回（毎月1日）の発行に変更します。
　※4月15日号は発行しません。※1月号は10日発行から1日発行に変更となります。
問合せ＝企画政策課（内線246）

5月から広報「つながり」をリニューアルします5月から広報「つながり」をリニューアルします5月から広報「つながり」をリニューアルします5月から広報「つながり」をリニューアルします
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